
資料１

札 幌 交 通 圏 事 業タ ク シ ー

適正化・活性化協議会設置要綱（案）

制定平成○○年○○月○○日

（目的）

第１条 札幌交通圏 事業適正化・活性化協議会（以下「協議会」という。）は、特定地域タクシー

における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法（平成２１

年法律第６４号。以下「法」という。）の規定に基づき、札幌交通圏（特定地域）の関係者の自

主的な取組を中心として、当該特定地域の一般乗用旅客自動車運送事業（以下「タクシー事

業」という。）の適正化及び活性化を推進することにより、一般乗用旅客自動車運送が、地域

公共交通としての機能を十分に発揮できるようにするために必要となる地域計画の作成等を

行うために設置するものとする。

（定義）

第２条 この要綱において「タクシー事業者」とは、タクシー事業を経営する者をいう。

２ この要綱において「タクシー車両」とは、タクシー事業の事業用自動車をいう。

３ この要綱において「タクシー協会等」とは、タクシー事業者の組織する団体をいう。

４ この要綱において「労働組合等」とは、タクシー車両の運転者の組織する団体をいう。

（実施事項）

第３条 協議会は、次に掲げる事項を実施するものとする。

地域計画の作成(１)

次に掲げる地域計画の実施に係る連絡調整(２)

① 地域計画に定められた事業の円滑な実施のために必要な場合における当該事業の

関係者の招集

② 地域計画に定められた事業の実施主体とされた者以外の者に対する必要な協力の



要請

③ ①②に掲げるもののほか、協議会が必要と認める地域計画の実施に係る連絡調整

協議会の運営方法(３)

（協議会の構成員）

第４条 協議会の構成員は、次に掲げる者とする。

１ 法第８条第１項に掲げる者

北海道運輸局長(１)

札幌市長、江別市長、石狩市長、北広島市長又はそれらの指名する者(２) 北海道知事、

社団法人札幌地区ハイヤー協会会長(３)

全国個人タクシー協会北海道支部長( )4

タクシー事業者（タクシー協会等に所属している者を除く。）( )5

北海道地方交通運輸産業労働組合協議会（交通労連）北海道総支部を代表する者( )6

を代表する者( )7 全国自動車交通労働組合連合会（全自交） 北海道地方連合会

を代表する者( )8 全国自動車交通労働組合総連合会（自交総連） 北海道地方連合会

又はそれらの指名する者( )9 札幌商工会議所会頭

又はそれらの指名する者( )10 札幌消費者協会会長

２ 法第８条第２項に掲げる者

札幌大学大学院経営学研究科教授 千葉博正( )1

北海学園大学経済学部准教授 川村雅則( )2

北海道運輸局札幌運輸支局長( )3

北海道労働局労働基準部長又はその指名する者( )4

北海道警察本部交通部長又はその指名する者( )5

（協議会の運営）

第５条 協議会に会長をおき、協議会の構成員の中からこれを充てる。

２ 会長は、協議会を代表し、協議の場を総括する。

会長に事故がある場合には、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。３

４ 会長の任期は平成２１年９月３０日までとする。



５ 協議会に事務局長をおき、会長が指名する。

６ 事務局長は、協議会の運営に関する事務を総括する。

７ 事務局長の任期は平成２１年９月３０日までとする。

８ 協議会には、議事の円滑な進行を図るため、協議会の構成員の中から座長をおくことがで

きる。

９ 協議会の議決方法は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるとおりとする。

会長、座長の選出を議決する場合 法第８条第１項及び第２項に掲げる協議会の構成(１)

員の種別ごとに１個の議決権とし、議決権の過半数以上に当たる多数をもって行う。

設置要綱の変更を議決する場合 次に掲げる要件を全て満たすことをもって行う。(２)

① 北海道運輸局長が合意していること。

② 札幌市長、江別市長、石狩市長、北広島市長が合意していること。北海道知事及び

③ 設置要綱の変更について合意しているタクシー事業者が特定地域内の営業所に配

置するタクシー車両の台数の合計が、協議会の構成員であるタクシー事業者が当該特

定地域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計の過半数であること。

④ 設置要綱の変更について合意しているタクシー協会等の構成員となっているタクシー

事業者が特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計が、協議会の構

成員であるタクシー協会等の構成員となっているタクシー事業者が当該特定地域内の

営業所に配置するタクシー車両の台数の合計の過半数であること。

⑤ が合意していること。労働組合等として参加している構成員の過半数

⑥ 札幌商工会議所会頭及び札幌消費者協会会長が合意していること。

⑦ 法第８条第２項に掲げる者に該当する構成員の過半数が合意していること。

地域計画の作成を議決する場合 次に掲げる要件を全て満たすことをもって行う。(３)

① ①②及び④から⑥までに掲げる要件を満たしていること。(２)

② 地域計画の作成に合意したタクシー事業者が特定地域内の営業所に配置するタクシ

ー車両の台数の合計が、当該特定地域内の営業所に配置されるタクシー車両の総台

数の過半数であること。

③ 協議会の構成員である関係行政機関が全て合意していること。

④ 法第８条第２項に掲げる者に該当する構成員（関係行政機関を除く。）の過半数が合

意していること。

⑤ 法第８条第２項に掲げる者に該当する構成員のうち地域計画に定められた事業の実



施主体とされたものが合意していること。

から まで以外の議決を行う場合 次に掲げる要件を全て満たすことをもって行う。(４) (１) (３)

① 会長が合意していること。

② 会長以外の構成員の過半数が合意していること。

９ 協議会は、地域計画の作成までは２ヶ月ごとを目安として、作成後は定期的に開催するこ

ととする。

前項に掲げるもののほか、会長は、必要に応じて、協議会を開催することができるものと10

し、協議会の構成員は、会長に対して協議会の開催を要求することができるものとする。

協議会は原則として公開とする。ただし、開催日時及び場所、議題、協議の概要、議決事11

項等を記載した議事概要の公開をもってこれに代えることができる。

協議会は、協議会の構成員の過半数の出席がなければ成立しないものとする。また、必12

要に応じて代理出席を認めることができるものとする。

（その他）

第６条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が協議会

に諮り定める。



｢特定地域における一般乗用旅客
自動車運送事業の適正化及び活性
化に関する特別措置法｣について

資 料 ２



しかしながら、長期的にタクシー需要が減少
傾向にあるなかで、タクシー車両が増加

・ タクシー事業の収益基盤の悪化 ・ 運転者の労働条件の悪化
・ 違法・不適切な事業運営の横行 ・ 道路混雑等の交通問題、環境問題、都市問題
・ 利用者サービスが不十分

供給過剰進行地域
における対策

特定地域における一般乗用旅客自動車
運送事業の適正化及び活性化に関する
特別措置法（特措法）の制定
（21年10月1日施行）

交通政策審議会答申
「タクシー事業を巡る諸
問題への対策について
（平成20年12月18日）」

①利用者のニーズに合致したサービスの提供⇒利用者によるタクシーの選択性の向上等
②悪質事業者等への対策⇒行政処分の強化、運転者登録制度の厳格な運用等
③運賃制度のあり方⇒自動認可運賃の幅の見直し、下限割れ運賃認可審査の厳格化等

④

１

タクシーは、鉄道、バス等とともに、我が国の地域公共交通を形成する重要な公共交通機関

タクシーが、地域公共交通機関としての機能を十分に発揮することが困難な状況

Ⅰ 制定の背景・目的

平成１４年２月のタクシー事業の規制緩和
参入規制の撤廃 ⇒ 過剰な輸送力増加
運賃規制の緩和 ⇒ 過度な運賃競争



◎ 特定地域の指定等
国土交通大臣は、供給過剰等によりタクシーが地域公共交通機関としての機能を十分に発揮できていない
地域を特定地域として指定・・・・・道内では札幌交通圏ほか７地域を指定

◎ 特定地域の協議会による地域計画の作成及び実施
特定地域において、地域のタクシー事業の関係者等は、協議会を組織し、特定

地域におけるタクシー事業の適正化及び活性化を推進するための計画（地域
計画）を作成することができる。
〈地域計画で定めるべき事項〉

・ タクシー事業の適正化及び活性化の推進に関する基本的な方針
・ 地域計画の目標
・ 地域計画の目標を達成するために行う事業及び実施主体

◎ 特定事業計画の作成
○ 特定地域のタクシー事業者は、単独で又は共同で、地域計画に即してタクシー

事業の適正化及び活性化に資する取組み（特定事業）を実施するための計画

（特定事業計画）を作成し、国土交通大臣の認可を受けることができる。
○ 特定事業計画には、事業譲渡、合併、減車等（事業再構築）について定める

ことができる。

◎ 特定地域における道路運送法の特例
特定地域において増車を行おうとする場合は、国土交通大臣の認可を受ける
ことが必要。

協議会の設置

タクシー事業者に
よる特定事業
計画の作成

特定
事業

事業
再構築

協議会による
地域計画の作成

国土交通大臣
の認定

公取委
と調整◎ その他

道路運送法に規定するタクシーの運賃及び料金の認可基準のうち「適正な原価

に適正な利潤を加えたものを超えないもの」とあるのを、当分の間、「適正な原価
に適正な利潤を加えたもの」とする。（全国で適用される措置）

２

Ⅱ 特措法の概要



◎ 基本的な考え方
・ 協議会は、地域計画の作成主体となるものであり、計画実施に係る関係者間の連絡調整を行うなど、特定地

域におけるタクシー事業の適正化・活性化を推進する上での中心的な役割を担うもの。
・ 地域の多様な関係者が積極的に協議会に参画し、共通の認識の下、タクシー事業の適正化・活性化に関する

取組を総合的かつ一体的に取り組んでいくことを期待。

◎ 構成員
・ 地方運輸局長、関係地方公共団体の長、タクシー事業者・団体、地域住民のほか、必要に応じて他の公共交

通事業者、地元企業、学識経験者等を構成員に含めることが望ましい。

・ 協議事項に関係する関係行政機関（都道府県労働局又は労働基準監督署、都道府県公安委員会など）の参
画を得ることも重要。

第７条
国、地方公共団体、一般乗用旅客自動車運送事業者その他の関係者は、特定地域における一般乗用旅客自動

車運送事業の適正化及び活性化を推進するため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
第８条

特定地域において、地方運輸局長、関係地方公共団体の長、一般乗用旅客自動車運送事業者等、一般乗用旅

客自動車運送事業の事業用自動車の運転者の組織する団体及び地域住民は、次条第一項に規定する地域計画
の作成、当該地域計画の実施に係る連絡調整その他当該特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適
正化及び活性化の推進に関し必要な協議を行うための協議会（以下単に「協議会」という。）を組織することができ
る。

２ 協議会は、必要があると認めるときは、次に掲げる者をその構成員として加えることができる。
一 一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に資する他の事業を営む者
二 学識経験を有する者
三 その他協議会が必要と認める者

（参考）特措法（抄）

３

Ⅲ 協議会について



◎ 基本的な考え方
・ 地域計画は、特定地域における公共交通機関としてのタクシーのあり方に関する基本的な方向性を示し、

タクシー事業の適正化・活性化に向けた地域の総合的な取組みを定めるもの。
・ 地域計画の策定に当たっては、協議会において地域の輸送ニーズやタクシー事業の実情を十分に把握し、

それらに的確に対応した取組みを定めることが必要。
・ 特定地域においては、供給過剰の進行や過度な運賃競争により地域公共交通機関としてのタクシーの機能

が低下していることに留意し、地域の実情に応じて、供給過剰の解消や過度の運賃競争の回避、運転者の
労働条件の改善・向上、タクシー車両による交通問題の解消のための対策について定めることが求められる。

◎ 地域計画に記載する事項について

○ タクシー事業の適正化・活性化の推進に関する基本的な方針
・ 協議会における関係者間の共通認識に資するものとして、地域におけるタクシーの位置付け・役割、タクシー

事業を巡る現状の分析・取組の方向性等について、可能な限り具体的に記載。
・ タクシー事業を巡る現状分析・取組の方向性を定める際には、地方運輸局長が提示する当該地域において

適正と考えられる車両数を適切に斟酌することが重要。

○ 地域計画の目標
特定事業等の前提となる目標として、次の事項を参考にしながら地域の実情に即した目標を設定。

① タクシーサービスの活性化
② 事業経営の活性化、効率化
③ タクシー運転者の労働条件の悪化の防止、改善・向上
④ タクシー事業の構造的要因への対応
⑤ 交通問題、環境問題、都市問題の改善
⑥ 供給抑制
⑦ 過度な運賃競争への対策

４

Ⅳ 地域計画について



○ 特定事業その他の地域計画に定める事業に関する基本的な事項

・ 地域計画には、法令に違反せず、法及び基本方針に定める事項に逸脱しないものであれば、タクシー事業
の適正化･活性化に資するあらゆる事業について定めることが可能。

・ 次の観点を参考にしつつ、地域計画に定められた目標の達成に必要な事項を適切に設定することが
望ましい。

① 輸送需要に対応した合理的な運営
② 法令の遵守の確保
③ 輸送サービスの質の向上
④ 輸送需要の開拓

５

第９条
協議会は基本方針に基づき、特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化を推進す

るための計画（以下「地域計画」という。）を作成することができる。
２ 地域計画は、次に掲げる事項について定めることとする。

一 一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化の推進に関する基本的な方針
二 地域計画の目標
三 前号の目標を達成するために行う特定事業その他の事業及びその実施主体に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、地域計画の実施に関し当該協議会が必要と認める事項

（参考）特措法（抄）



Ⅴ 特定事業について

◎ 特定事業の具体例
① 利用者の選択の機会の拡大に資する情報の提供

⇒ ニーズに応じたタクシーの検索が可能なWEBサイトの開設、事業者評価ランク制の創設 等

② 情報通信技術の活用による運行の管理の高度化
⇒ GPS－AVMシステムを活用した配車、タクシー乗場情報提供システムを活用した効率的配車 等

③ 利用者の利便の増進に資する乗り場の設置及び運営
⇒ 優良タクシー乗り場の整備、距離別乗場の整備 等

④ 適正な運行の確保に資する装置等の導入
⇒ デジタルタコグラフの導入、映像記録型ドライブレコーダーの導入 等

⑤ 運転者等に対する講習等の実施
⇒ 基本法令講習の実施、街頭指導の実施 等

⑥ 利用者からの苦情、問合せ等に迅速かつ適切に対応するための体制の整備
⇒ 苦情、要望受付の専用窓口の設置、遺失物照会のためのWEBサイト設置 等

⑦ 他の公共交通機関との乗継ぎの円滑化に資する措置の実施
⇒ 駅前乗り場の整備、鉄道、バス等のダイヤに対応した駅前等への計画配車の実施 等

⑧ タクシーの集中による駅前、繁華街等の渋滞解消措置の実施
⇒ ショットガン方式の導入、ナンバープレートによる乗入れ規制の導入 等

⑨ タクシー事業活動に伴う環境負荷の低減
⇒ 低公害車の導入、アイドリングストップ装置の導入 等

⑩ 運転者の労働条件の改善その他の労働環境の整備
⇒ 仮眠室、休憩室等の福利厚生施設の充実、AT車の導入 等

⑪ 利用者の需要に応じたサービスの提供
⇒ 大型車両の導入、電子マネー、クレジットカード決済機の導入 等

⑫ 利用者の特別の需要に応ずるための運送の実施
⇒ 介護タクシー、観光タクシーの運行 等

⑬ 輸送需要に関する調査の実施
⇒ アンケート調査、モニター調査の実施 等

６



タクシー事業の概要
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Ⅰ タクシー事業について

７

タクシーは、鉄道・バスとともに、我が国の地域公共交通を形成する重要な公共交通機関であり、
・ 地域社会に密着したドア・ツー・ドアの少人数個別輸送ができる。
・ 面的に移動するため、機動性や移動の自由度が高い。
・ 深夜でも利用できるなど、利用時間を選ばず、いつでも、誰でも利用できる。

といった、優れた特性を生かして、一人一人の利用者のニーズにきめ細かく、しかも柔軟に対応することが可能であることから、
地域住民の生活利便の向上、地域社会の活力の維持にも資するものである。

また、タクシーは、高齢化の進展等、我が国の今後の地域社会の変化に対応する役割を大いに期待されるとともに、我が国
が観光立国を推進する中で、各地の観光交流を支える基盤としての役割なども期待されている。

ハイヤーは、営業所を拠点に電話で予約を受けたり、会社の専属契約により配車する方式をいい、一般的には黒塗りの高級
車が多いが、ワンボックスカーやミニバンも存在する。北海道内では札幌交通圏のみハイヤーの営業がなされている。

一般タクシー

流し、駅待ち、無
線予約等により利
用者に輸送サービ
スを提供するタク
シー

個人タクシー

一定の資格を有
する運転者に、個
人営業を許可した
タクシー

乗合タクシー

乗合バスでは対応が
困難な深夜時間帯、
過疎地域などにおい
て、住民の足の確保
を目的とした輸送
サービスを提供するタ
クシー

観光タクシー

予め決められた観
光ルートを低運賃
にて周遊する輸送
サービスを提供す
るタクシー

福祉タクシー

身体障害者、高齢
者等のニーズに合
わせ、車椅子や寝
台のまま乗車する
ことができるタク
シー

ハイヤー

営業所のみで運送の引
受けを行うもの。一般的
には企業等が一定期間
専属で契約して利用する。



８

Ⅱ タクシー事業に関する現行制度の概要

参入面等（下線は札幌交通圏等の特定地域の場合）
○新規参入（営業区域ごとの許可）

・ 輸送の安全確保に必要な体制・能力の審査（例：車庫、休憩・仮眠施設、教育・指導体制等）
・ 事業を適確に遂行するに足る能力の審査（例：資金計画、法令知識、損害賠償能力、最低保有車両数等）
・ 欠格事由（過去2年以内に事業許可の取消処分を受けていること等）に該当しないこと。

○事業計画の変更（営業区域の拡大→認可、増車→認可（特定地域以外は事前届出）、減車→事前届出）

運賃面
○認可制（運用として上限規制）

・ 能率的な運営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること（総括原価主義）。
・ 特定の旅客に対し、不当な差別的取扱いをするものでないこと。
・ 他の事業者との間に不当な競争を引き起こすおそれがないこと。

事業運営面

・運行管理者の選任
・整備管理者の選任
・運輸安全マネジメント
の実施

組織体制

･運転者の選任に当たっ
ての諸規制

（研修の義務付けなど）

運転者

･点呼の義務付け
・運転者の拘束時間の制限
・運行記録計による速度
等の記録の義務付け

運 行

･運送約款（認可制・標準約款制）
・区域外輸送の禁止（発地及び
着地のいずれもが営業区域外
に存する旅客輸送の禁止）

輸送サービス

運送引受義務
タクシー事業者は、一定の場合（公序良俗に反する場合、天災の場合等）を除き、運送の引受けを拒絶しては

ならない。

タクシー業務適正化特別措置法に基づく措置
札幌交通圏等の同法に基づく指定地域では、地理試験に合格するなど一定の要件を満たし、国土交通大臣

の登録を受けた者でなければタクシー運転者として乗務させてはならない。



Ⅲ タクシー運賃の設定方法について

９

１．タクシー運賃の決定

タクシーの上限運賃については、タクシー事業
の経営に必要な営業費に適正な利潤を加えた総
括原価を求め、総収入がこれと等しくなるように運
賃水準を決定する「総括原価方式」が採用されて
いる。

運用上、それぞれの運賃ブロック内の法人事業
者の全体車両数の７０％を超える申請があったと
きに、運賃改定の審査を開始することとしている。

審査にあたっては、当該ブロック内で標準的な
経営を行っている事業者の経費をもとに運賃額を
決定することとしており、これにより、ブロック内の
各事業者の経営努力を促す制度となっている。

営業費
・人件費
・燃料費

・車両償却費
・一般管理費 等

適正利潤

運送収入等

運賃改定に
よる増収

等しく
なるように

【支出】 【収入】

２．自動認可運賃制度の概要

上限運賃と下限運賃（札幌A地区においては、

上限運賃から約４．６％の幅）の範囲内の初乗運
賃額及び当該初乗運賃額に対応した加算距離・
運賃額について、北海道運輸局長が自動認可運
賃として設定し、予め公示している。

自動認可運賃の申請があった場合は、原価計
算書等の添付を省略し、速やかに認可することと
している。

なお、自動認可運賃の下限を下回る運賃申請に
ついては、原価計算書の審査等により、適正利潤
を含む収支が相償うか、他の事業者との間に不
当な競争を引き起こすおそれがないか等を個別
に審査することとしている。

【自動認可運賃のイメージ】

自動認可

個別審査

500円

600円

700円

800円

900円

1,000円

1,500㍍ 2,000㍍ 2,500㍍ 3,000㍍

（㎞）

（
円

）

旧自動認可下限額

自動認可上限額

自動認可下限額



札幌交通圏における
タクシー事業の現況

資 料 ４



【小樽市】

【恵庭市】

【千歳市】

【倶知安圏】

【当別圏】

【岩内余市圏】

【苫小牧交通圏】

【夕張圏】

【岩見沢圏】

石狩市
（旧厚田村）

石狩市
旧浜益村

石狩市

札幌市

江別市

北広島市

【伊達圏】

札幌交通圏について

札幌交通圏

タクシーの参入許可は営業区域ごとに
許可することとされており、現在、道内で
５５の区域が定められている。

また、運賃改定は、運賃ブロックごとに
認可することとされており、現在、道内で
５のブロックが定められている。

特定地域に指定された札幌交通圏は

札幌市
江別市
石狩市（ただし、平成１７年１０月１日

に編入された旧厚田村及び
旧浜益村の区域を除く。）

北広島市

となっている。

なお、札幌交通圏の運賃ブロックは、
「札幌A地区」として、札幌交通圏と同一

の区域である。
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平成１３年度より福祉限定事業者を除く。

札幌交通圏の日車営収等の推移（法人タクシー）
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輸送人員 運送収入 日車営収 車両数

平成１３年度より福祉限定事業者を除く。

（平成元年＝１００）

札幌交通圏タクシー事業者数等の推移
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実車キロ(km)
実車率
（％）

１日１車
当り(km)

輸送回数（回）
１日１車
当り（回）

運送収入（千円）
１日１車
当り（円）

昭和６０年 1,668,253 1,646,735 98.7 245,108,898 42.7 148.8 66,443,874 40.3 64,769,702 39,332

(100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100)

1,692,189 1,652,965 97.7 282,776,940 47.1 171.1 74,146,576 44.9 74,115,148 44,838

平成８年 1,688,412 1,649,949 97.7 227,742,571 42.0 138.0 61,521,794 37.3 74,329,631 45,050

平成９年 1,689,585 1,646,152 97.4 208,531,680 39.9 126.7 56,985,738 34.6 72,488,064 44,035

平成１０年 1,689,582 1,649,391 97.6 194,569,690 38.4 118.0 54,629,466 33.1 68,241,101 41,374

平成１１年 1,695,035 1,653,450 97.5 187,408,763 37.4 113.3 53,760,525 32.5 66,004,367 39,919

平成１２年 1,692,265 1,644,340 97.2 180,009,290 37.0 109.5 52,533,926 31.9 63,794,350 38,796

(98) (97) (61) (63) (69) (70) (82) (84)
(100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100)

1,649,985 1,606,868 97.4 172,242,787 36.1 107.2 50,840,706 31.6 60,845,977 37,866

平成１４年 1,675,146 1,628,718 97.2 171,101,119 35.9 105.1 50,953,122 31.3 60,325,852 37,039

平成１５年 1,739,228 1,679,111 96.5 168,364,258 35.1 100.3 50,394,023 30.0 59,395,410 35,373

平成１６年 1,790,914 1,714,008 95.7 163,130,080 34.8 95.2 49,798,473 29.1 58,133,678 33,917

平成１７年 1,838,838 1,738,479 94.5 162,171,711 34.5 93.3 49,329,752 28.4 57,133,771 32,864

平成１８年 1,861,699 1,745,716 93.8 158,498,173 34.2 90.8 49,266,868 28.2 56,366,014 32,288

平成１９年 1,930,602 1,796,436 93.1 152,798,110 33.5 85.1 47,554,428 26.5 55,591,971 30,946

(114) (108) (47) (44) (57) (53) (69) (64)
(117) (111) (78) (70) (84) (76) (85) (76)

1,923,001 1,780,570 92.6 134,250,435 30.9 75.4 42,545,496 23.9 51,460,512 28,901

実車キロ

平成１３年

輸送回数 運送収入
年度

延実在車両数
（両）

延実働車両数
（両）

実働率
（％）

平成元年

平成２０年

平成１３年度より福祉限定事業者を除く。

札幌交通圏タクシー輸送実績の推移（法人タクシー）
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規制緩和後の車両数の状況
札幌交通圏

１４

年度別車両数推移
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台
数

法人 個人

規制緩和後、徐々に増加し、Ｈ20には約1．5割増加（＋709両）

Ｈ19の5，439両がピーク

○法人タクシー



規制緩和後の車両増減の状況（法人）

規制緩和直後の3年間で既存事業者が
大幅な増車（＋296両）

Ｈ16～19の間に新規事業者が大幅な増
車（＋318両）

平成１４年２月の規制緩和前に
事業免許を受けた事業者

平成１４年２月の規制緩和以降
に事業許可を受けた事業者

既存事業者～

新規事業者～

札幌交通圏

増減車状況
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 Ｈ１３  Ｈ１４  Ｈ１５  Ｈ１６  Ｈ１７  Ｈ１８  Ｈ１９  Ｈ２０

台
数

既存増車 既存減車 新規許可 新規増車 新規減車

純増減 （年度）
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平成１３年度以降は福祉限定事業者を除く。

札幌交通圏の需給指標
の推移

１６

平成元年 平成９年 平成１３年 平成１６年 平成２０年

総実車キロ 282,776,940 208,531,680 172,242,787 163,130,080 134,250,435

指数（Ｈ１＝100） 100 74 61 58 47

延実在車両数 1,692,189 1,689,585 1,649,985 1,790,914 1,923,001

指数（Ｈ１＝100） 100 100 98 106 114

延実働車両数 1,652,965 1,646,152 1,606,868 1,714,008 1,780,570

指数（Ｈ１＝100） 100 100 97 104 108

供給

需要

年度



自動車事故報告規則により報告がなされた事業者が第一当事者となった事故である。

タクシー事業の年度別事故件数推移

１７

年度別事故件数推移
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監査
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巡回監査

特別監査

処分

文書警告

車両停止

事業停止

許可取消

※事業停止及び許可取消の実績はなし。

タクシー事業の年度別監査・処分件数
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札幌交通圏のタクシー苦情件数の推移
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（北海道運輸局・札幌運輸支局・札幌ハイヤー協会受け）

１９



北海道におけるタクシー労働者と全産業男子労働者の賃金推移比較
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全産業 タクシー

※厚生労働省「賃金構造基本統計調査」による（年間賃金を算出）

北海道の労働者の賃金推移
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札幌交通圏タクシーの運転者給与

１．保有車両数別

２１

（単位：円）

年度

保有車両数 黒字 赤字 不明

238,042 219,784 183,999

2,856,504 2,637,408 2,207,988

254,402 236,879 188,539

3,052,824 2,842,548 2,262,468

259,137 230,179 199,360

3,109,644 2,762,148 2,392,320

251,419 229,414 189,975

3,017,028 2,752,968 2,279,700

平成２０年度収支
状況（事業者数）

平成１３年度 平成１６年度 平成２０年度

1～49両

50～99両

100両以上

6

3

12 8

8 13 0

注３：給与額は、人件費（運転者に係る給与・手当及び賞与の合計額）÷支払延人数により算出。

注１：上段は平均給与月額、下段は年収に換算したものである。

注２：平成13,16,20年度事業報告書より作成。車両数は平成20年度末現在である。

12 3

全体 17 37 11



札幌交通圏タクシーの運転者給与

２．参入年別

２２

（単位：円）

年度

保有車両数 黒字 赤字 不明
※１ ※２

－ 213,425 176,324

2,561,100 2,115,888

250,408 196,887 191,771

3,004,896 2,362,644 2,301,252

251,419 229,414 189,975

3,017,028 2,752,968 2,279,700

注２：平成13,16,20年度事業報告書より作成。
注３：参入事業者は、平成20年度現在事業者65者中、新規許可・区域拡張・限定解除による１４者の合計。

注４：給与額は、人件費（運転者に係る給与・手当及び賞与の合計額）÷支払延人数により算出。

14 34 3

平成２０年度収支
状況（事業者数）

Ｈ１４．２以降
参入事業者

既存事業者

全体

3 3 8

平成１３年度 平成１６年度 平成２０年度

17 37 11

注１：上段は平均給与月額、下段は年収に換算したものである。

※１　事業報告書提出の３事業者から算出。　　※２　事業報告書提出の５事業者から算出。



○ 札幌交通圏のタクシー運賃の現状（普通車・小型車）
初乗運賃における自動認可運賃及び下限割れ運賃（法人）

運　　賃　　種　　類 車両比率
札幌A地区自動認可　上限運賃 1.6㍍ 650円 309㍍ 80円 58事業者 4850両 91.58
札幌A地区自動認可（下限割れ）（H21.9.30まで同下限運賃） 1.6㍍ 580円 346㍍ 80円 1事業者 206両 3.89
北海道A地区自動認可運賃（下限割れ） 1.6㍍ 540円 371㍍ 80円 3事業者 66両 1.25
下限割れ運賃１ 1.6㍍ 490円 395㍍ 80円 1事業者 49両 0.93
下限割れ運賃２ 1.6㍍ 550円 229㍍ 50円 1事業者 125両 2.36
合計 1.6㍍ 64事業者 5296両 100.00
車両数は普通車及び中型・小型車による。
運賃額は普通車及び小型車による。

遠距離割引（法人）
運    賃    種    類
5,000円超え３割引
7,000円超え１割引
5,000円超え５割引
2,500円超え１割引

合     計

※

○ 札幌交通圏の運賃改定の変遷

平成5年6月14日認可（全車種認可） 1.6㍍ 550円 411㍍ 90円
1.6㍍ 560円 386㍍ 100円

平成9年3月13日認可（全車種認可・遠距離割引導入） 1.6㍍ 600円 334㍍ 80円
1.6㍍ 610円 315㍍ 90円

平成9年4月15日北海道運輸局公示第21号（ｿﾞー ﾝ運賃の設定）

平成14年1月23日北海道運輸局公示第61号
（自動認可運賃の設定）
平成19年11月26日北海道運輸局公示第60号（運賃改定）

平成21年10月1日自動認可運賃の下限引上げ 別紙のとおり
上記運賃（札幌A地区のとおり）

59事業者

1事業者

5056両

初乗運賃 加算運賃

個人タクシーについては、平成５年運賃を初め、ゾーン運賃、旧自動認可運賃、新自動認可運賃等各種運賃の設定があり、遠距離割引についても、
7,000円超え１割引、5,000円超え３割引、5,000円超え１割引、設定なしとなっている。

125両
3事業者 66両

64事業者

加算運賃 設定事業者初乗運賃

事業者数 車両数

5296両
1事業者 49両

備考

平成9年3月13日認可運賃を上限に設定
（距離制運賃について下限運賃は上限運賃（初乗運賃）の90％で算出等）
該当車種のみ認可
該当車種のみ認可
上記北海道A地区運賃のとおり。

（小型車）
（中型車）
（小型車）
（中型車）

札幌交通圏タクシー運賃状況

２３



資 料 ５

札幌札幌交通圏におけるタクシー業界の取り組みにおけるタクシー業界の取り組み

社団法人

札幌ハイヤー協会



１．利用者サービスの改善による需要喚起に関する事項

マイカーの増加、長期的な経済の低迷から需要が減少しており、需要喚起策を講じることが
重要な課題となっている。また、少子・高齢化社会になっており、ドア・ツウ・ドアのサービスを
提供できるタクシーの役割が高く評価されており、新しいサービスを求める声も大きいことから、
個々の事業者で対応することが困難な場合は、共同化、協業化による対応も検討していく。

①タクシーサービ
スの充実・向上

サービス向上のため
の研修等の充実

②運行の効率化・環
境対策の推進

③交通安全・事故
防止対策の徹底

④運転者の労
働条件の改善

違法行為の撲滅
コンプライアンス
の徹底

～地域に安心と優しさを～

２４



①タクシーサービスの充実・向上
地域に密着した利用しやすいタクシーを目指して

サービスの提供・充実 ２４時間、市内くまなく走りまわるタクシーの機動性を活用して、子どもたちを守り、コンビ
ニなどのパトロール、ドライブレコーダーや車内防犯カメラの活用によって、犯罪の抑止、
事件早期解決のため警察や地域と密接な連携を図り、お年寄り、こども、女性、体の不自
由な方々にも安心してタクシーが利用できる地域公共交通としての使命を担う。

地域に安心を

・こども110番タクシー
・SOS防犯タクシーの導入

・地域タクシーパトロール
・車内防犯カメラの設置
・ドライブレコーダーを活用し
た防犯協力

車内防犯カメラで
犯罪の抑止効果
を狙う。

みんなに優しく

・福祉タクシーの導入促進
・介護タクシーの充実
・便利タクシー
・「タクシーの日」キャンペーンな
どで社会奉仕事業として身障者
の一日タクシー観光旅行の実施
・点字シールの表示

福祉タクシーを利用するお客様

２１年8月2日、50組の身障者の方々が

タクシーで一日観光旅行を満喫

地域の公共交通として体
の不自由な方やお年寄り、
女性の方々が安心して乗
れるタクシーに

・観光案内の充実・・・・・観光タク
シー乗務員認定制度の導入検討
・外国人観光客に対応できるよう
「指差し会話集」の活用、実践
・物理的なバリアフリーのみならず、
車いすや介護の仕方、ホスピタリ
テイの向上を図る。
・苦情処理体制の充実・強化
・接客マナーの向上・研修の充実
・ケア輸送に必要な知識・技術の
習得
・忘れ物等の迅速な対応
・運転者登録制度による質の向上

サービス向上のため
の研修等の充実

国際都市、観光都市の一
員としておもてなしの心を
大切にし、知識・技術の習
得に努め、親しみやすいタ
クシーとして地域に溶け込
む。 運転者登録証

２５



②運行の効率化・環境対策の推進

環境に優しく

・低公害車の導入促進
・グリーン経営認証の取得
・アイドリングストップの励行・エコドライブ体験講習会の実施

無線のデジタル化やGPSを利用した配車システムにより、効率の良い配車体制の確立や環境に優しい低公害車の積

極的な導入、グリーン経営の認証取得によって事業所全体で環境改善のアイデアや効率化の実践などを行う。

２６



③交通安全・事故防止対策の徹底
年々減少するタクシー利用者に比して、札幌交通圏のタクシー車両は約6,600両と需給のバランスを逸している。こ

のため、違法駐車や交差点での不法な客待ちによる交通渋滞などが大きな社会問題となっており、交通事故の要
因ともなっていることから、指導員や監視カメラなどによってさらなる指導強化を図り、違法行為の撲滅、事故防止対
策等を徹底する。

・タクシーパトロール
の強化
・指導員による監視
活動の強化
・監視カメラによる違
法駐車等の排除
・飲酒運転撲滅のた
め代行運転の実施
・タクシー乗り場の整
備、利用者への啓発。
・安全マネジメントの
徹底。
・NASVAネットの活用

JR札幌駅南口の監視活動により渋滞が

緩和され、スムーズにタクシーが移動

・ドライブレ
コーダーの
搭載により
事故分析が
容易になり、
安全運転が
向上。事故
も搭載車の
場合は減少
している。

ＪＲ札幌駅南口タクシー乗り場 ポーターさんがお客
様を誘導。「ほっとする。」と好評である。 関西方面で発生した連続タクシー強盗事件

の教訓を受けて防犯訓練を実施

２７



④運転者の労働条件の改善、違法行為の撲滅

くしー

タクシー乗務員の労働実態は長時間労働にあり、多くの事業場において法令違反が指摘されている。また、年間
賃金は全産業男性労働者のそれと比較して約６割という低い水準にあり、健全な業界とするためには、思いきった
方法での改善が必要である。さらには、高齢化が進行し、事故防止の観点からも乗務員の健康管理も重要な課題
である。

改善策
・労働時間の短縮
・賃金制度の改善
・乗務員負担制度の見直し

いど

・タコグラフの活用等により、運行管理の徹底、
シフト交番の見直しなど労働時間短縮を検討。
・賃金制度の改善を研究する。
・乗務員負担制度を実施している場合は、負
担の軽減を検討する。

健康や安全管理 ・ドライブレコーダーや防犯カメラ等の導入により乗務員の安全を確保する。
・乗務員の高齢化を踏まえ、健診項目の充実を図り、健康を確保する。
・快適な職場環境を整備し、福利厚生施設の充実を図る。

すすきのにおけるタクシー乗り場

違法行為の撲滅

・繁華街、駅等における街頭指導の強化。
・繁華街等のタクシーによる道路混雑防止のため
の対策として、立ち入り制限や違反に対するペナ
ルテイを検討。
・各種法令違反（過度の長時間労働、最低賃金違
反、社会保険・労働保険の未加入、不適切な運行
管理、悪質な客引き、ダンピング防止などのため
講習会やキャンペーンを実施してコンプライアンス
の徹底を図ることでプロとしての自覚を高める。

不法駐車などの要因

・需給のバランスが崩れ、タクシーが
多すぎることで、１台あたりの営収が
落ち込み、少しでもお客様を取り込み
たいという意識が働くことが一つの要
因。運転者の年収引き上げ、過労運
転の防止のためにも「適正車両数の
実現」は不可欠な課題である。
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２．事業の共同化・協業化の推進、公共交通の使命を担うために

タクシーは、バスや鉄道の補完のみならず、ドア・ツウ・ドアの利便性・機動性から、高齢者、体の不自由な方なども手軽に利用で
きる重要な「公共交通機関」である。このため、１事業者でできない取り組みも、共同化・協業化によってのサービスの提供、地域で
の奉仕事業、交通安全運動や防犯活動など、組織的な取り組みは業界としての大きな使命であり、その責任は大きい。

２０年７月１日から札幌交通圏の全車全面禁煙を実施

需要拡大のため観光ルート別運賃を２割引で実施 飲酒運転撲滅のために代行運転TUDを展開

共通チ
ケット・
クーポン
券事業

タクシー乗り場の整備・指導

２９



苦情受理件数の内容 （社）札幌ハイヤー協会

平成10年 平成11年 平成 12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成 16年 平成 17年 平成18 年 平成19年 平成 20年 合 計

接 客 態 度 70 93 99 83 81 104 115 90 69 38 63 905

乗 車 拒 否 3 14 26 27 22 19 12 10 16 149

回 路 遠 回 8 16 4 2 23 16 24 19 14 15 15 156

乱 暴 運 転 2 7 7 2 4 9 7 15 6 3 9 71

料 金 4 8 10 12 7 11 15 8 7 6 19 107

走 行 妨 害 5 6 2 3 8 12 5 8 24 35 78 186

つ り 銭 1 4 13 6 3 6 13 7 10 3 9 75

そ の 他 74 49 65 54 74 81 100 118 78 63 199 955

年 計 164 183 203 176 226 266 301 284 220 173 408 2,604

70 8 2 4 5 1 74

93 16 7 8 6 4 49

99 3 4 7 10 2 13 65

83 14 22 12 3 6 54

81 26 23 4 7 8 3 74

104 27 16 9 11 12 6 81

115 22 24 7 15 5 13 100

90 19 19 15 8 8 7 118

69 12 14 6 7 24 10 78

38 10 15 3 6 35 3 63

63 16 15 9 19 78 9 199

平成10年

平成11年

平成12年

平成13年

平成14年

平成15年

平成16年

平成17年

平成18年

平成19年

平成20年

接客態度

乗車拒否

回路遠回

乱暴運転

料金

走行妨害

つり銭

その他

３０



忘れ物受理件数の内容 （社）札幌ハイヤー協会

平成13年 平成14年 平成 15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成 19年 平成 20年 合 計

現 金 953 939 946 946 911 680 573 598 6,546

財 布 82 58 47 58 48 104 86 69 552

傘 1,470 1,518 1,253 1,269 1,239 768 519 589 8,625

携 帯 電 話 2,225 2,227 2,402 2,710 2,738 2,613 2,683 2,494 20,092

カ ギ 1,230 1,283 1,366 1,498 1,374 1,044 838 758 9,391

衣 類 268 359 320 262 366 199 179 169 2,122

そ の 他 6,229 5,868 6,206 6,264 6,343 4,530 3,354 3,365 42,159

年 計 12,457 12,252 12,540 13,007 13,019 9,938 8,232 8,042 89,487

953 82 1,470 2,225 1,230 268 6,229

939 58 1,518 2,227 1,283 359 5,868

946 47 1,253 2,402 1,366 320 6,206

946 58 1,269 2,710 1,498 262 6,264

911 48 1,239 2,738 1,374 366 6,343

680 104 768 2,613 1,044 199 4,530

573 86 519 2,683 838 179 3,354

598 69 589 2,494 758 169 3,365

平成13年

平成14年

平成15年

平成16年

平成17年

平成18年

平成19年

平成20年

現金

財布

傘

携帯電話

カギ

衣類

その他

３１



札幌交通圏における

適正と考えられる車両数

資 料 ６

北海道運輸局自動車交通部



適正と考えられる車両数の算定について

３２

○需要量の算定 

   次式により推定。 

 

 

 
 
 

○適正と考えられる車両数の算定 

   次式により行う。 

 

 

 
 

 
 

①実車率「３０％」を適用した場合・・・・・・・・・ 算定結果 ４，５８１両 

②実車率「平成１３年度実績値」を適用した場合・・・ 算定結果 ３，７７８両 

③実車率「４０％」を適用した場合・・・・・・・・・ 算定結果 ３，４３５両 
 

〈参 考〉 
  平成２０年７月１１日現在の車両数 ５，３４９両 

  平成２１年９月３０日現在の車両数  ５，２９６両 

需要量 
  ＝平成２０年度の実績年度の総実車キロ×２０年度の総実車キロの対前年度比 

適正と考えられる車両数 

＝需要量÷（過去５年間の平均総走行キロ×実車率（※）÷過去５年間の平均延実働車両数） 

 ÷３６５÷実働率（９０％） 

※実車率については「３０％」、「札幌交通圏の平成１３年度実績値（３６．３７％）」及び「４０％」を適用してそれぞれ算出 
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○
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定
地
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に
お
け
る
一
般
乗
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旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
適
正
化
及
び
活
性
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に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
一
年
法

律
第
六
十
四
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
地
域
に
お
け
る
一
般
乗
用
旅
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自
動
車
運
送
事
業
の
適
正
化
及
び

活
性
化
に
関
す
る
基
本
方
針
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
九
月
二
十
九
日

国
土
交
通
大
臣

前
原

誠
司

特
定
地
域
に
お
け
る
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
適
正
化
及
び
活
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化
に
関
す
る
基
本
方
針

一

一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
適
正
化
及
び
活
性
化
の
意
義
及
び
目
標
に
関
す
る
事
項

１

一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
適
正
化
及
び
活
性
化
の
意
義

一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
（
以
下
「
タ
ク
シ
ー
」
と
い
う
。
）
は
、
鉄
道
・
バ
ス
等
と
と
も
に
我
が
国
の
地
域
公
共

交
通
を
形
成
し
て
い
る
重
要
な
公
共
交
通
機
関
で
あ
る
。
特
に
、
タ
ク
シ
ー
は
、
①
地
域
社
会
に
密
着
し
た
ド
ア
・
ツ
ー

・
ド
ア
の
少
人
数
個
別
輸
送
が
で
き
る
、
②
面
的
に
移
動
で
き
る
た
め
機
動
性
や
移
動
の
自
由
度
が
高
い
、
③
深
夜
な
ど

時
間
を
選
ば
ず
に
い
つ
で
も
、
ま
た
、
誰
も
が
利
用
で
き
る
、
と
い
っ
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優
れ
た
特
性
を
活
か
し
て
、
一
人
一
人
の
利
用
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者
の
ニ
ー
ズ
に
き
め
細
か
く
、
か
つ
、
柔
軟
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
か
ら
、
地
域
住
民
の
生
活
利
便
の
向
上
や

地
域
社
会
の
活
力
の
維
持
に
も
資
す
る
公
共
交
通
機
関
で
あ
る
。
ま
た
、
高
齢
化
社
会
の
進
展
等
、
我
が
国
の
今
後
の
地

域
社
会
の
変
化
に
対
応
す
る
役
割
が
大
い
に
期
待
さ
れ
る
公
共
交
通
機
関
で
あ
る
と
と
も
に
、
我
が
国
が
観
光
立
国
を
推

進
す
る
中
で
、
各
地
の
観
光
交
流
を
支
え
る
基
盤
と
し
て
の
役
割
も
期
待
さ
れ
る
な
ど
、
地
域
に
と
っ
て
欠
か
す
こ
と
の

で
き
な
い
公
共
交
通
機
関
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
（
以
下
「
タ
ク
シ
ー
事
業
」
と
い
う
。
）
を
巡
っ
て
は
、
長
期
的

に
輸
送
需
要
が
低
迷
す
る
中
、
車
両
数
が
増
加
す
る
な
ど
の
影
響
も
あ
り
、
地
域
に
よ
っ
て
は
収
益
基
盤
の
悪
化
や
運
転

者
の
労
働
条
件
の
悪
化
が
生
じ
て
い
る
ほ
か
、
不
適
正
な
事
業
運
営
の
横
行
、
事
故
の
発
生
件
数
の
増
加
と
い
っ
た
問
題

が
発
生
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
地
域
に
お
い
て
は
、
道
路
混
雑
等
の
交
通
問
題
・
環
境
問
題
・
都
市
問
題
の
発
生
や
利
用

者
の
利
便
の
増
進
が
十
分
に
達
成
さ
れ
て
い
な
い
状
況
に
あ
る
等
の
問
題
も
生
じ
て
お
り
、
タ
ク
シ
ー
が
地
域
公
共
交
通

と
し
て
の
機
能
を
十
分
に
発
揮
す
る
こ
と
が
困
難
な
状
況
と
な
っ
て
い
る
。

我
が
国
の
地
域
社
会
に
お
け
る
タ
ク
シ
ー
の
役
割
の
重
要
性
に
か
ん
が
み
れ
ば
、
こ
う
し
た
諸
問
題
が
発
生
し
て
い
る

地
域
に
お
い
て
、
タ
ク
シ
ー
事
業
者
を
は
じ
め
と
す
る
関
係
者
が
相
互
に
連
携
協
力
を
図
り
つ
つ
、
タ
ク
シ
ー
の
地
域
公
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共
交
通
と
し
て
の
機
能
を
十
分
に
発
揮
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
取
組
を
推
進
し
て
い
く
こ
と
は
、
極
め
て
大
き
な
意

義
が
あ
る
。

２

一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
適
正
化
及
び
活
性
化
の
目
標

１
の
と
お
り
、
地
域
に
よ
っ
て
状
況
や
程
度
は
異
な
る
も
の
の
、
特
定
地
域
に
お
い
て
は
一
般
に
、
次
の

か
ら

の

（１）

（５）

よ
う
な
問
題
が
生
じ
て
い
る
。

タ
ク
シ
ー
事
業
の
収
益
基
盤
の
悪
化

（１）

タ
ク
シ
ー
の
輸
送
人
員
が
多
く
の
地
域
で
年
々
減
少
し
、
運
送
収
入
も
減
少
し
て
い
る
一
方
で
、
運
送
経
費
は
増
加

し
て
お
り
、
タ
ク
シ
ー
の
実
質
的
な
収
益
基
盤
は
悪
化
し
て
い
る
。

タ
ク
シ
ー
運
転
者
の
労
働
条
件
の
悪
化

（２）

タ
ク
シ
ー
運
転
者
の
賃
金
水
準
は
、
長
期
的
に
悪
化
傾
向
に
あ
り
、
他
産
業
に
比
べ
て
低
い
水
準
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
タ
ク
シ
ー
運
転
者
の
労
働
時
間
に
つ
い
て
も
、
他
産
業
の
平
均
を
大
き
く
上
回
る
状
況
が
続
い
て
い
る
。
特
に

、
タ
ク
シ
ー
運
転
者
の
賃
金
の
低
下
は
、
一
定
の
収
入
を
確
保
す
る
た
め
の
長
時
間
労
働
や
、
こ
れ
に
伴
う
タ
ク
シ
ー

の
安
全
性
や
サ
ー
ビ
ス
水
準
の
低
下
の
要
因
と
な
る
ほ
か
、
若
年
労
働
者
の
就
職
意
欲
を
減
じ
る
要
因
と
も
な
っ
て
お
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り
、
結
果
的
に
タ
ク
シ
ー
運
転
者
の
著
し
い
高
齢
化
が
進
ん
で
い
る
。

違
法
・
不
適
切
な
事
業
運
営
の
横
行

（３）

過
度
な
長
時
間
労
働
や
最
低
賃
金
法
違
反
、
社
会
保
険
・
労
働
保
険
の
未
加
入
、
不
適
切
な
運
行
管
理
や
名
義
貸
し

に
よ
る
経
営
な
ど
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
見
地
か
ら
問
題
の
あ
る
事
例
が
生
じ
て
い
る
。

道
路
混
雑
等
の
交
通
問
題
、
環
境
問
題
、
都
市
問
題

（４）

多
数
の
タ
ク
シ
ー
車
両
が
繁
華
街
や
鉄
道
駅
等
に
集
中
す
る
結
果
、
周
辺
の
道
路
混
雑
や
歩
行
者
と
の
交
錯
が
生
じ

、
地
域
に
お
け
る
円
滑
な
交
通
の
確
保
と
い
う
観
点
か
ら
看
過
し
得
な
い
状
況
が
生
じ
て
い
る
事
例
が
あ
る
。
こ
れ
ら

の
問
題
は
、
良
好
な
ま
ち
づ
く
り
な
ど
の
都
市
政
策
に
も
悪
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
ほ
か
、
無
駄
な
空
車
走
行
等
に
よ

る
燃
料
消
費
は
、
環
境
問
題
へ
の
対
処
と
い
う
視
点
か
ら
も
問
題
で
あ
る
。

利
用
者
サ
ー
ビ
ス
が
不
十
分

（５）

利
用
者
サ
ー
ビ
ス
の
多
様
化
や
実
車
率
向
上
等
の
経
営
の
効
率
化
が
不
十
分
で
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
る
中
で
運
賃
が

上
昇
す
る
な
ど
、
規
制
緩
和
の
効
果
が
十
分
に
発
現
せ
ず
、
利
用
者
の
利
便
の
増
進
が
十
分
に
達
成
さ
れ
て
い
な
い
。

ま
た
、
接
客
態
度
が
不
良
、
地
理
不
案
内
と
い
っ
た
サ
ー
ビ
ス
産
業
と
し
て
の
基
本
が
欠
け
て
い
る
と
の
指
摘
も
多
い
。
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こ
れ
ら
の
問
題
は
タ
ク
シ
ー
が
我
が
国
の
地
域
公
共
交
通
と
し
て
担
う
べ
き
役
割
を
適
切
に
果
た
し
て
い
く
上
で
の
障

害
と
な
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
暮
ら
す
消
費
者
に
不
利
益
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
こ
う
し
た
状
況
に
対
処
し
、
こ
れ
ら
の
諸
問
題
の
解
決
を
図
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
お
い
て
タ
ク
シ
ー

が
地
域
公
共
交
通
と
し
て
の
機
能
を
十
分
に
発
揮
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
く
こ
と
を
特
定
地
域
に
お
け
る
一
般
乗
用
旅
客

自
動
車
運
送
事
業
の
適
正
化
及
び
活
性
化
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
施
策
の
目
標
と
す
る
。

二

地
域
計
画
の
作
成
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

１

協
議
会

基
本
的
な
考
え
方

（１）

協
議
会
は
、
特
定
地
域
に
お
け
る
地
域
公
共
交
通
と
し
て
の
タ
ク
シ
ー
の
あ
り
方
に
関
す
る
基
本
的
な
方
向
性
を
示

し
、
タ
ク
シ
ー
事
業
の
適
正
化
及
び
活
性
化
に
向
け
た
地
域
の
総
合
的
な
取
組
を
定
め
る
地
域
計
画
の
策
定
主
体
と
な

る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
当
該
地
域
計
画
の
実
施
に
係
る
各
関
係
者
間
の
連
絡
調
整
を
行
う
な
ど
、
特
定
地
域
に
お
け

る
タ
ク
シ
ー
事
業
の
適
正
化
及
び
活
性
化
を
推
進
す
る
上
で
の
中
心
的
な
役
割
を
担
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
協

議
会
に
は
タ
ク
シ
ー
に
関
係
を
有
す
る
地
域
の
多
様
な
関
係
者
が
積
極
的
に
参
画
し
、
当
該
地
域
に
お
け
る
タ
ク
シ
ー
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の
位
置
付
け
や
タ
ク
シ
ー
に
期
待
さ
れ
る
役
割
に
つ
い
て
総
合
的
に
検
討
を
行
う
と
と
も
に
、
こ
れ
に
基
づ
く
取
組
の

必
要
性
に
つ
い
て
の
認
識
を
共
有
し
、
タ
ク
シ
ー
事
業
の
適
正
化
及
び
活
性
化
に
関
す
る
取
組
を
総
合
的
か
つ
一
体
的

に
推
進
し
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

構
成
員

（２）

協
議
会
の
構
成
員
に
つ
い
て
は
、
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
運
輸
局
長
、
関
係
地
方
公
共
団
体
の
長
、
タ

ク
シ
ー
事
業
者
及
び
そ
の
組
織
す
る
団
体
、
タ
ク
シ
ー
運
転
者
の
組
織
す
る
団
体
並
び
に
地
域
住
民
の
ほ
か
、
必
要
に

応
じ
て
関
係
す
る
公
共
交
通
事
業
者
、
商
業
施
設
の
管
理
者
、
地
元
企
業
等
の
多
様
な
主
体
の
参
画
を
得
る
と
と
も
に

、
協
議
会
の
意
見
調
整
を
円
滑
に
進
め
る
観
点
か
ら
、
学
識
経
験
者
等
の
タ
ク
シ
ー
事
業
の
適
正
化
及
び
活
性
化
に
つ

い
て
専
門
的
な
知
識
を
有
す
る
者
を
構
成
員
に
含
め
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
ま
た
、
タ
ク
シ
ー
運
転
者
の
労
働
条
件
に

関
す
る
取
組
に
つ
い
て
協
議
を
行
う
場
合
に
は
当
該
地
域
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
労
働
局
又
は
労
働
基
準
監
督
署
、
タ

ク
シ
ー
車
両
に
よ
る
交
通
問
題
に
関
す
る
協
議
を
行
う
場
合
に
は
当
該
地
域
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
公
安
委
員
会
な
ど

、
関
係
行
政
機
関
の
参
画
を
得
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。

な
お
、
法
第
九
条
第
三
項
に
お
い
て
、
協
議
会
が
作
成
す
る
地
域
計
画
の
成
立
要
件
と
し
て
、
地
域
計
画
の
作
成
に
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合
意
を
し
た
タ
ク
シ
ー
事
業
者
の
車
両
数
の
合
計
が
当
該
特
定
地
域
内
の
車
両
数
の
過
半
数
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
地
域
計
画
の
実
効
性
を
よ
り
高
め
る
観
点
か
ら
は
、
過
半
数
に
と
ど
ま
ら

ず
、
で
き
る
限
り
多
く
の
タ
ク
シ
ー
事
業
者
が
協
議
会
に
参
画
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

留
意
事
項

（３）

協
議
会
の
運
営
に
当
た
っ
て
は
、
協
議
会
に
お
け
る
運
営
の
透
明
性
、
公
平
性
、
実
効
性
及
び
効
率
性
を
確
保
す
る

観
点
か
ら
、
協
議
会
に
お
け
る
意
思
決
定
の
方
法
、
議
決
結
果
の
公
表
方
法
等
に
係
る
規
約
を
定
め
、
適
切
に
協
議
会

を
運
営
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

ま
た
、
地
域
に
お
け
る
関
係
者
の
負
担
軽
減
と
協
議
会
の
運
営
の
効
率
化
、
他
の
計
画
と
の
整
合
性
の
確
保
を
図
る

た
め
、
道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
に
基
づ
く
地
域
公
共
交
通
会
議
又
は
運
営
協
議
会
、
地

域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
九
号
）
に
基
づ
く
協
議
会
等
の
地
域
の

交
通
に
関
す
る
協
議
会
が
設
置
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
協
議
会
と
本
法
に
基
づ
く
協
議
会
と
を
合
同
で
開

催
す
る
等
の
連
携
を
図
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

２

地
域
計
画
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基
本
的
な
考
え
方

（１）

地
域
計
画
は
、
特
定
地
域
に
お
け
る
地
域
公
共
交
通
と
し
て
の
タ
ク
シ
ー
の
あ
り
方
に
関
す
る
基
本
的
な
方
向
性
を

示
し
、
タ
ク
シ
ー
事
業
の
適
正
化
及
び
活
性
化
に
向
け
た
地
域
の
総
合
的
な
取
組
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
。
タ
ク
シ
ー

事
業
を
巡
る
状
況
や
タ
ク
シ
ー
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
よ
っ
て
多
種
多
様
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
地

域
計
画
は
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
作
成
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
協
議
会
に
お
い
て
、
地
域
に
お
け
る
輸
送
の
ニ
ー
ズ
や

タ
ク
シ
ー
事
業
の
実
情
を
十
分
に
把
握
し
、
地
域
計
画
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
そ
れ
ら
に
的
確
に
対
応
し
た
取
組
を
定

め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
特
定
地
域
は
、
供
給
過
剰
の
進
行
や
過
度
な
運
賃
競
争
に
よ
り
、
タ
ク
シ
ー

事
業
の
収
益
基
盤
の
悪
化
や
こ
れ
に
伴
う
タ
ク
シ
ー
運
転
者
の
労
働
条
件
の
悪
化
が
進
行
し
、
結
果
と
し
て
タ
ク
シ
ー

の
安
全
性
・
利
便
性
が
低
下
し
て
い
る
と
と
も
に
、
違
法
駐
車
等
に
よ
り
地
域
に
お
け
る
円
滑
な
交
通
に
も
支
障
が
生

じ
て
い
る
な
ど
地
域
公
共
交
通
と
し
て
の
タ
ク
シ
ー
の
機
能
が
低
下
し
て
い
る
地
域
で
あ
る
こ
と
に
留
意
し
、
地
域
計

画
を
策
定
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、
供
給
過
剰
の
解
消
や
過
度
な
運
賃
競
争
の
回
避
、
運
転
者

の
労
働
条
件
の
改
善
・
向
上
、
タ
ク
シ
ー
車
両
に
よ
る
交
通
問
題
の
解
消
の
た
め
の
対
策
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
る
。
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地
域
計
画
の
作
成
に
つ
い
て
は
、
地
域
の
自
主
性
を
尊
重
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
地
域
計
画
の
具
体
的
な
内
容
は

、
関
係
法
令
に
違
反
せ
ず
、
法
及
び
本
方
針
に
定
め
る
事
項
か
ら
逸
脱
し
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
地
域
の
判
断
に
委

ね
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
一
１
及
び
２
の
タ
ク
シ
ー
事
業
の
適
正
化
及
び
活
性
化
の
意
義
及
び
目
標
を
踏
ま
え
、
地

域
計
画
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
十
分
に
協
議
会
で
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
地
域
計
画
に
定
め
ら
れ
た
取
組
の
実
施
主
体
と
さ
れ
た
協
議
会
の
構
成
員
は
、
各
々
が
地
域
の
タ
ク
シ
ー
事

業
の
適
正
化
及
び
活
性
化
を
推
進
す
る
上
で
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
を
十
分
に
自
覚
し
、
責
任
を
も
っ
て
こ

れ
を
実
行
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

記
載
事
項
に
関
す
る
留
意
事
項

（２）
①

一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
適
正
化
及
び
活
性
化
の
推
進
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針

地
域
計
画
の
作
成
は
、
多
様
な
主
体
が
参
画
す
る
協
議
会
が
行
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
各
関
係
者
間
で
地
域
の
タ

ク
シ
ー
事
業
の
適
正
化
及
び
活
性
化
を
推
進
し
て
い
く
に
当
た
っ
て
の
共
通
認
識
の
形
成
に
資
す
る
基
本
的
な
方
針

と
し
て
、
当
該
地
域
に
お
け
る
タ
ク
シ
ー
の
位
置
付
け
や
タ
ク
シ
ー
の
果
た
す
べ
き
役
割
、
タ
ク
シ
ー
事
業
を
巡
る

現
状
分
析
及
び
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
取
組
の
方
向
性
等
に
つ
い
て
、
可
能
な
限
り
具
体
的
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。
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こ
の
際
、
タ
ク
シ
ー
の
位
置
付
け
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
鉄
道
、
バ
ス
等
の
他
の
地
域
公
共
交
通
機
関
と
連

携
し
た
総
合
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
の
機
能
の
向
上
や
、
ま
ち
づ
く
り
・
都
市
政
策
等
と
一
体
と
な
っ
た
機
能

の
向
上
に
つ
い
て
も
明
確
化
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

ま
た
、
タ
ク
シ
ー
事
業
を
巡
る
現
状
分
析
及
び
取
組
の
方
向
性
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
地
方
運
輸
局
長
が
協

議
会
に
提
示
す
る
当
該
地
域
に
お
い
て
適
正
と
考
え
ら
れ
る
車
両
数
を
適
切
に
斟
酌
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

②

地
域
計
画
の
目
標

地
域
計
画
の
目
標
に
は
、
③
の
特
定
事
業
そ
の
他
の
事
業
の
前
提
と
な
る
目
標
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。
地
域

公
共
交
通
と
し
て
の
タ
ク
シ
ー
の
位
置
付
け
、
期
待
さ
れ
る
役
割
は
地
域
に
よ
っ
て
多
種
多
様
で
あ
る
が
、
特
定
地

域
に
お
い
て
生
じ
て
い
る
問
題
に
対
し
、
適
切
に
対
応
を
図
っ
て
い
く
観
点
か
ら
は
、
①
の
基
本
的
な
方
針
を
踏
ま

え
つ
つ
、
次
の
事
項
を
参
考
に
し
な
が
ら
地
域
の
実
情
に
即
し
た
目
標
を
設
定
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

イ

タ
ク
シ
ー
サ
ー
ビ
ス
の
活
性
化

ロ

事
業
経
営
の
活
性
化
、
効
率
化

ハ

タ
ク
シ
ー
運
転
者
の
労
働
条
件
の
悪
化
の
防
止
、
改
善
・
向
上
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ニ

タ
ク
シ
ー
事
業
の
構
造
的
要
因
へ
の
対
応

ホ

交
通
問
題
、
環
境
問
題
、
都
市
問
題
の
改
善

ヘ

供
給
抑
制

ト

過
度
な
運
賃
競
争
へ
の
対
策

な
お
、
具
体
的
な
目
標
の
設
定
に
際
し
て
は
、
定
性
的
な
目
標
又
は
定
量
的
な
目
標
の
い
ず
れ
を
設
定
し
て
も
差

し
支
え
な
い
。

③

目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
行
う
特
定
事
業
そ
の
他
の
事
業
及
び
そ
の
実
施
主
体
に
関
す
る
事
項

地
域
計
画
に
定
め
ら
れ
た
具
体
的
な
目
標
に
即
し
、
三
に
定
め
る
事
項
を
参
照
し
な
が
ら
、
事
業
の
概
要
、
実
施

時
期
及
び
実
施
主
体
を
簡
潔
に
記
載
す
る
こ
と
と
す
る
。

そ
の
他
の
留
意
事
項

（３）
①

成
立
要
件

地
域
計
画
は
、
当
該
地
域
の
地
域
公
共
交
通
と
し
て
の
タ
ク
シ
ー
の
あ
り
方
に
関
す
る
基
本
的
な
方
向
性
を
示
し

、
タ
ク
シ
ー
事
業
の
適
正
化
及
び
活
性
化
に
向
け
た
地
域
の
総
合
的
な
取
組
を
定
め
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
実
効
性
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を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
法
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
域
計
画
の
作
成
に
合
意
を
し
た
タ
ク
シ
ー
事
業

者
の
車
両
数
の
合
計
が
当
該
特
定
地
域
内
の
車
両
数
の
過
半
数
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②

都
市
計
画
等
と
の
調
和

法
第
九
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
域
計
画
は
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
四
条
第

一
項
の
都
市
計
画
、
地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
五

条
第
一
項
の
地
域
公
共
交
通
総
合
連
携
計
画
そ
の
他
法
律
の
規
定
に
よ
る
地
域
の
交
通
に
関
す
る
計
画
と
の
調
和
が

保
た
れ
、
か
つ
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
条
第
四
項
の
基
本
構
想
に
即
し
た
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③

事
後
評
価

協
議
会
は
、
地
域
計
画
が
作
成
さ
れ
た
後
も
、
地
域
に
お
け
る
タ
ク
シ
ー
事
業
の
現
状
に
つ
い
て
把
握
、
分
析
を

行
う
と
と
も
に
、
地
域
計
画
に
定
め
た
目
標
の
達
成
状
況
に
つ
い
て
評
価
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
、
地
域
計
画
の

見
直
し
を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
。

三

特
定
事
業
そ
の
他
の
地
域
計
画
に
定
め
る
事
業
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項
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タ
ク
シ
ー
事
業
の
適
正
化
及
び
活
性
化
を
推
進
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、
地
域
の
ニ
ー
ズ
や
地
域

に
存
在
す
る
問
題
に
的
確
に
対
応
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
地
域
計
画
に
は
、
法
令
に
違
反
せ
ず
、
法
及
び
本

方
針
に
定
め
る
事
項
に
逸
脱
し
な
い
も
の
で
あ
れ
ば
、
タ
ク
シ
ー
事
業
の
適
正
化
及
び
活
性
化
に
資
す
る
あ
ら
ゆ
る
事
業
に

つ
い
て
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。
こ
の
際
に
は
、
次
の
１
か
ら
４
ま
で
の
観
点
を
参
考
に
し
つ
つ
、
地
域
計
画

に
定
め
ら
れ
た
目
標
の
達
成
に
必
要
な
事
業
を
適
切
に
設
定
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

１

輸
送
需
要
に
対
応
し
た
合
理
的
な
運
営

タ
ク
シ
ー
事
業
の
適
正
化
を
図
る
上
で
は
、
タ
ク
シ
ー
事
業
者
が
地
域
の
輸
送
需
要
を
的
確
に
把
握
す
る
と
と
も
に
、

輸
送
需
要
に
対
応
し
た
適
切
な
運
送
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
な
ど
輸
送
需
要
に
対
応
し
た
合
理
的
な
運
営
を
行
う
こ
と
が

必
要
で
あ
る
。

２

法
令
の
遵
守
の
確
保

タ
ク
シ
ー
事
業
の
適
正
化
を
図
る
上
で
は
、
タ
ク
シ
ー
事
業
者
及
び
タ
ク
シ
ー
運
転
者
が
道
路
運
送
法
関
係
法
令
に
加

え
、
労
働
関
係
法
令
や
道
路
交
通
法
関
係
法
令
の
遵
守
を
徹
底
す
る
と
と
も
に
、
タ
ク
シ
ー
事
業
者
に
お
い
て
こ
れ
ら
の

法
令
の
目
的
や
趣
旨
に
適
合
し
た
適
正
な
事
業
の
運
営
や
タ
ク
シ
ー
車
両
の
運
行
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
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３

運
送
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
向
上

タ
ク
シ
ー
事
業
の
活
性
化
を
図
る
上
で
は
、
タ
ク
シ
ー
事
業
者
が
自
ら
の
創
意
工
夫
や
的
確
な
輸
送
需
要
の
把
握
に
基

づ
き
一
層
の
運
送
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
向
上
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
実
際
に
直
接
利
用
者
と
接
す
る
タ
ク
シ

ー
運
転
者
に
よ
る
質
の
高
い
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
タ
ク
シ
ー
事
業
者
が
常
に
タ
ク
シ
ー
運
転
者
の

良
好
な
労
働
環
境
の
整
備
に
心
が
け
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

４

輸
送
需
要
の
開
拓

タ
ク
シ
ー
事
業
の
活
性
化
を
図
る
上
で
は
、
介
護
が
必
要
な
者
の
運
送
の
実
施
や
観
光
地
を
巡
る
運
送
の
実
施
等
タ
ク

シ
ー
に
求
め
ら
れ
る
多
様
な
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
た
運
送
を
行
い
、
新
た
な
輸
送
需
要
を
開
拓
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

四

そ
の
他
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
適
正
化
及
び
活
性
化
の
推
進
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

１

事
業
再
構
築

事
業
再
構
築
は
、
地
域
計
画
に
位
置
付
け
ら
れ
た
特
定
事
業
の
実
施
と
相
ま
っ
て
タ
ク
シ
ー
事
業
の
適
正
化
及
び
活
性

化
の
推
進
に
資
す
る
も
の
で
あ
り
、
特
定
事
業
の
効
果
を
高
め
る
の
に
有
効
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
場
合
に
は
、
タ
ク
シ

ー
事
業
者
は
積
極
的
に
事
業
再
構
築
に
取
り
組
む
こ
と
が
望
ま
し
い
。
特
に
、
地
域
に
お
け
る
タ
ク
シ
ー
の
需
給
バ
ラ
ン
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ス
を
改
善
す
る
た
め
に
は
、
需
要
の
減
少
に
歯
止
め
を
か
け
、
あ
る
い
は
新
た
な
需
要
を
開
拓
す
る
の
み
な
ら
ず
、
供
給

輸
送
力
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
適
正
な
競
争
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
及
び
利
用
者
の
利
益
が
損

な
わ
れ
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
本
法
の
枠
組
み
も
最
大
限
に
活
用
し
つ
つ
、
単
独
又
は
複
数
の
タ
ク
シ
ー
事
業
者
に

よ
る
自
主
的
か
つ
協
調
的
な
減
車
や
休
車
を
推
進
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

な
お
、
減
車
等
の
事
業
再
構
築
は
、
多
く
の
場
合
タ
ク
シ
ー
事
業
者
の
組
織
再
編
等
を
伴
う
こ
と
と
な
る
が
、
タ
ク
シ

ー
サ
ー
ビ
ス
の
直
接
の
提
供
主
体
で
あ
る
タ
ク
シ
ー
運
転
者
の
労
働
条
件
の
悪
化
は
、
輸
送
の
安
全
性
や
サ
ー
ビ
ス
の
低

下
の
要
因
と
な
り
、
ひ
い
て
は
利
用
者
利
便
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
に
留
意
し
、
事
業
再
構
築
の
実
施
に
当
た
っ

て
は
、
タ
ク
シ
ー
運
転
者
の
地
位
を
不
当
に
害
し
、
又
は
そ
の
労
働
条
件
を
不
当
に
変
更
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
及
び
こ
れ
ら
の
者
の
組
織
す
る
団
体
の
役
割

タ
ク
シ
ー
事
業
者
及
び
タ
ク
シ
ー
事
業
者
の
組
織
す
る
団
体
は
、
タ
ク
シ
ー
が
地
域
公
共
交
通
と
し
て
重
要
な
役
割
を

担
っ
て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
、
タ
ク
シ
ー
事
業
の
適
正
化
及
び
活
性
化
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も

の
と
す
る
。
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特
に
、
タ
ク
シ
ー
事
業
者
に
お
い
て
は
、
タ
ク
シ
ー
事
業
の
適
正
化
及
び
活
性
化
は
第
一
義
的
に
は
タ
ク
シ
ー
事
業
者

が
主
体
と
な
っ
て
取
り
組
む
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
、
法
人
事
業
者
で
あ
る
か
個
人
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ

ず
、
積
極
的
に
協
議
会
に
参
画
す
る
と
と
も
に
、
地
域
計
画
に
定
め
ら
れ
た
事
業
の
推
進
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

ま
た
、
タ
ク
シ
ー
事
業
者
の
組
織
す
る
団
体
は
、
当
該
地
域
の
タ
ク
シ
ー
事
業
の
適
正
化
及
び
活
性
化
の
必
要
性
等
に

関
す
る
タ
ク
シ
ー
事
業
者
の
意
識
の
向
上
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
協
議
会
に
お
け
る
協
議
等
に
際
し
、
タ
ク
シ
ー
事
業

者
間
を
は
じ
め
と
す
る
地
域
の
関
係
者
間
の
連
絡
調
整
や
円
滑
な
合
意
形
成
に
積
極
的
に
取
り
組
む
よ
う
努
め
る
も
の
と

す
る
。

３

国
の
役
割

情
報
の
提
供
等

(１)

国
は
、
特
定
地
域
に
お
い
て
タ
ク
シ
ー
事
業
者
及
び
タ
ク
シ
ー
事
業
者
の
組
織
す
る
団
体
そ
の
他
の
関
係
者
が
行
う

タ
ク
シ
ー
事
業
の
適
正
化
及
び
活
性
化
に
関
す
る
取
組
の
た
め
に
必
要
と
な
る
情
報
の
収
集
、
整
理
、
分
析
及
び
提
供

、
助
言
そ
の
他
の
支
援
を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。
特
に
、
地
方
運
輸
局
長
に
あ
っ
て
は
、
特
定
地
域
に
お
い

て
適
正
と
考
え
ら
れ
る
車
両
数
を
算
定
し
、
そ
の
参
加
す
る
協
議
会
に
提
示
す
る
も
の
と
す
る
。
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事
後
確
認
と
事
前
確
認
の
強
化

(２)

国
は
、
特
定
地
域
の
関
係
者
が
行
う
タ
ク
シ
ー
事
業
の
適
正
化
及
び
活
性
化
に
関
す
る
取
組
を
側
面
か
ら
支
援
す
る

た
め
、
関
係
す
る
機
関
が
連
携
し
て
監
査
の
充
実
・
強
化
を
図
り
、
タ
ク
シ
ー
事
業
者
に
対
し
て
効
率
的
か
つ
効
果
的

に
監
査
・
指
導
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
行
政
処
分
に
係
る
基
準
の
強
化
、
労
働
関
係
法
令
違
反
に
対
す
る
処
分
の
強

化
、
行
政
処
分
の
実
効
性
の
確
保
、
法
令
違
反
行
為
の
確
実
な
捕
捉
等
行
政
処
分
の
強
化
を
行
う
も
の
と
す
る
。

さ
ら
に
、
新
規
の
事
業
許
可
及
び
事
業
用
自
動
車
の
数
を
増
加
さ
せ
る
事
業
計
画
の
変
更
認
可
に
つ
い
て
は
、
特
定

地
域
に
お
け
る
安
易
な
供
給
拡
大
を
抑
制
す
る
よ
う
、
こ
れ
ら
の
許
認
可
処
分
に
つ
い
て
処
分
基
準
を
厳
格
化
す
る
と

と
も
に
、
審
査
に
当
た
っ
て
は
現
地
確
認
を
徹
底
す
る
な
ど
審
査
の
厳
格
化
を
図
る
も
の
と
す
る
。

資
金
の
確
保
等

(３)

国
は
、
特
定
地
域
の
タ
ク
シ
ー
事
業
者
等
が
行
う
タ
ク
シ
ー
事
業
の
適
正
化
及
び
活
性
化
の
た
め
の
取
組
を
支
援
す

る
た
め
、
地
域
計
画
に
定
め
ら
れ
た
事
業
の
推
進
を
図
る
た
め
に
必
要
な
資
金
の
確
保
、
融
通
又
は
そ
の
あ
っ
せ
ん
そ

の
他
の
援
助
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

４

地
方
公
共
団
体
の
役
割
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地
方
公
共
団
体
は
、
特
定
地
域
に
お
け
る
タ
ク
シ
ー
事
業
の
適
正
化
及
び
活
性
化
を
推
進
す
る
た
め
、
特
定
地
域
に
お
け

る
タ
ク
シ
ー
の
位
置
付
け
を
明
確
化
し
、
他
の
地
域
公
共
交
通
機
関
と
連
携
し
た
総
合
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
の
タ
ク

シ
ー
の
機
能
の
向
上
や
ま
ち
づ
く
り
・
都
市
政
策
等
と
一
体
と
な
っ
た
タ
ク
シ
ー
の
機
能
の
向
上
を
図
る
上
で
必
要
と
な
る

地
域
の
公
共
交
通
や
ま
ち
づ
く
り
・
都
市
政
策
等
の
実
情
を
地
域
計
画
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
地
域
の
実
情

に
応
じ
、
積
極
的
に
協
議
会
に
参
画
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

５

地
域
住
民
そ
の
他
の
関
係
者
の
役
割

地
域
住
民
は
、
特
定
地
域
に
お
け
る
タ
ク
シ
ー
事
業
を
適
正
化
及
び
活
性
化
す
る
た
め
に
必
要
な
利
用
者
か
ら
の
視
点

を
協
議
会
に
お
け
る
協
議
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
主
体
的
に
協
議
会
に
参
画
す
る
こ
と
に
加
え
、
タ
ク
シ

ー
の
地
域
に
お
け
る
多
様
な
役
割
に
関
し
て
理
解
を
深
め
、
日
常
的
に
タ
ク
シ
ー
を
利
用
す
る
際
に
お
い
て
も
、
タ
ク
シ

ー
事
業
者
が
行
う
輸
送
需
要
の
把
握
の
た
め
の
取
組
等
に
積
極
的
に
協
力
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

ま
た
、
他
の
公
共
交
通
事
業
者
、
地
元
企
業
、
病
院
、
観
光
事
業
者
等
の
関
連
事
業
者
が
協
議
会
に
参
画
し
た
場
合
は

、
タ
ク
シ
ー
事
業
の
適
正
化
及
び
活
性
化
の
効
果
的
な
推
進
を
図
る
た
め
、
当
該
関
連
事
業
者
の
事
業
と
タ
ク
シ
ー
事
業

を
連
携
さ
せ
た
取
組
を
実
現
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
と
し
、
特
に
他
の
公
共
交
通
事
業
者
に
お
い
て
は
、
タ
ク
シ
ー
と
の
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連
携
に
よ
り
総
合
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
機
能
が
向
上
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。




